
東 日 本 入 国 管 理 セ ン タ ー 19 65 107 67 59 19 8 1 0 1 1 0 347

大 村 入 国 管 理 セ ン タ ー 17 18 19 16 15 7 8 0 0 0 0 1 101

東 京 入 国 管 理 局 297（81） 113(34) 41(25) 7(6) 9(6) 2(2) 0 0 0 0 0 0 469(154)

東京入国管理局成田空港支局 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

東京入国管理局横浜支局 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123

名 古 屋 入 国 管 理 局 104（17） 36(2) 30(3) 6(4) 2(2) 0 0 0 0 0 0 0 178(28)

大 阪 入 国 管 理 局 33（5） 25(4) 17 5(1) 3(1) 1 0 0 0 0 0 0 84(11)

高 松 入 国 管 理 局 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

福 岡 入 国 管 理 局 4（2） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4(2)

合 計 600（105） 257(40) 214(28) 101(11) 88(9) 29(2) 16 1 0 1 1 1 1309(195)

別
紙
１

４年以上
４年６月未満

５年以上
５年６月未満

４年６月以上
５年未満

５年６月以上
６年未満

※（　　）内は，女性の内訳です。

１　収容施設別の被収容者数及び収容期間（２０１８年７月３１日現在）

６か月未満
６月以上
１年未満

１年以上
１年６月未満

１年６月以上
２年未満

２年以上
２年６月未満

２年６月以上
３年未満

３年以上
３年６月未満 合計

３年６月以上
４年未満

※２０１８年７月３１日現在，退去強制令書により収容されている被収容者がいなかった官署については省略しています。

※上記数値は，退去強制令書により収容されている被収容者数であり，収容令書により収容されている被収容者は含まれておりません。

※収容期間は，退去強制令書発付後の収容期間です。

収容期間

官 署



東 日 本 入 国 管 理 セ ン タ － 127 24 3 2 0 0 156

大 村 入 国 管 理 セ ン タ － 21 5 1 0 0 0 27

東 京 入 国 管 理 局 115（34） 25（5） 5（2） 2 0 1 148（41）

東 京 入 国 管 理 局 成 田 空 港 支 局 0 0 0 0 0 0 0

東 京 入 国 管 理 局 横 浜 支 局 3 2 0 0 0 0 5

名 古 屋 入 国 管 理 局 32（2） 8（1） 2（1） 0 0 0 42（4）

大 阪 入 国 管 理 局 15（3） 4 1 0 0 0 20（3）

高 松 入 国 管 理 局 0 0 0 0 0 0 0

福 岡 入 国 管 理 局 0 0 0 0 0 0 0

合 計 313（39） 68（6） 12（3） 4 0 1 398（48）

別
紙
２

2　退去強制令書による再収容回数（２０１８年７月３１日現在）

※（　）内は，女性の内訳です。

合計１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

再収容回数

官 署


